
随意契約理由書

随意契約の理由

[概要]

[請負人選定理由]

　2025年10月4日の21:45ごろ港島トンネル内の南行・北行の北ふ頭ランプ付近で原
因不明漏水が発生し道路が冠水し、車両のスリップなど重大な事故が発生するおそ
れがあったため、滞水している南行全線と北行北ふ頭オンランプの通行止めを行っ
た。
　漏水に伴う人工島部の陥没防止や早期の通行再開のために緊急工事を行うもので
ある。

　当該道路は重要な物流道路であり、神戸空港への主要なアクセス道路でもあるた
め、早期に通行を再開させることが重要である。
　当該道路の通行止めにより、新港東ふ頭側、HAT神戸周辺、生田川右岸線、梅香
浜辺通脇浜線で特段の交通渋滞が発生している。
　漏水は躯体と躯体の接続部の下部からの海水であるが、詳細の原因は不明であ
り、簡易な対策では止水に至らず、既設排水施設によりTN内に増水している状態で
はないものの、路面上を2，3㎝滞水させている。
　原因が不明であることから、まずは道路の大きな損傷やPI側の陸地の陥没などを
防ぐことが必要である。
　また、滞水を解消し、早期に通行を再開させるためには競争に付する時間的余裕
はない。
　速やかな施工着手、及び円滑な施工管理が期待できることから、一定規模以上の
海洋土木工事を施工できる建設業者を請負人として選定することとした。
　また、早急な原因究明が求められる中で、全国で施工事例の少ない沈埋トンネル
の構造を早期かつ詳細に把握可能な市内業者がなかった。
　海洋土木工事を施工している一定規模以上の建設業者を対象に、本件工事請負契
約に応ずるか否か、その意向を打診したところ、上記請負人が応ずる意向を示した
ため、請負人として選定するものである。
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